
別記様式第２号（第10条関係） 

 

 

文書質問答弁書 

 

 根室市議会基本条例第 11 条第 1 項の規定に基づく創新 本田俊治議員の文書質問について、同

条第 3項に基づき、下記のとおり答弁いたします。 

 

【件名及び答弁内容】 

  

 件名：土地開発基金の繰替運用及び下水道事業会計への一般会計支出金繰延処理に対する会計処

理のあり方について 

 

 １．土地開発基金からの繰替運用10億円について、今後、どの様な会計処理をされるのか。 

 

 答弁： 

  土地開発基金からの繰替運用については、国の三位一体改革に対する財源対策として実施した、

下水道会計支出金の繰延べにより生じた不良債務を解消するため、平成19年度、下水道事業会計

に貸付けした10億円の財源としたところであります。 

  この下水道会計貸付金については、平成27年度末をもって一括償還されておりますが、土地開

発基金への積戻しにあたっては、全額一般財源での対応となることから、短期的な解消は困難で

あると判断しております。 

  なお、今後におきましては、防災・減災対策や少子化対策などの見通しも勘案した中で、土地

開発基金条例施行規則に基づき、20年間（うち据置5年）で償還していくこととしておりますが、

土地開発基金の額については、条例上２千万円と規定されていることなどから、元金償還に先駆

けて、適正規模に係る研究・検討を進めていく考えであります。 

 

 

 ２．下水道事業会計への繰入不足額（繰延処理に伴う）について、今後、どの様な会計処理をさ

れるのか。 

 

 答弁： 

  下水道会計支出金の繰延べについては、前述のとおり、国の三位一体改革に対応する一般会計

の財源対策として、公的資金の借換え等と併せて実施したところであります。 

  また、その残高は、15億円を超える額となっていたところでありますが、平成27年度に10億円

を解消したことなどから、現在は、約５億円となっているとともに、平成28年度においても、約

５千万円を解消する見込みであります。 

  今後におきましても、一般会計の財政状況を考慮いたしますと、長期的なスパンで対応せざる

を得ない状況でありますことから、引き続き、下水道会計との協議に基づき、向こう10年程度を

目途として、解消を図って参りたいと考えております。 

 

 

 ３．財政調整基金の残額も標準財政規模の５％を割るような状況であり、財政運営は非常に危険

な状況でありレットゾーンと言わざるを得ない、この現況の中で、15億円近い資金不足が生じ

ている実態についての説明責任をどの様に考えられているのか。 

 

 答弁： 

  これまでも申し上げてきたとおり、当市の財政状況は、市内経済情勢の長期低迷や人口減少な

どにより、市税及び地方交付税の増が見込めない一方、少子高齢化の進行による社会保障関係費

の増をはじめ、防災・減災対策や、公共施設の老朽化に伴う負担増などが見込まれる状況にあり

ます。 



  このような状況を踏まえつつ、第９期総合計画の実行性を、より確実なものとするため、行財

政改革プランの着実な推進に取り組むとともに、毎年度策定している「財政収支試算」に基づき、

中長期的な展望に立った、投資的経費の効率的な配分等に努めるほか、平成28年度予算編成にあ

たっては、固定経費である、経常歳出の重点的な見直し等に取り組んだところであります。 

  なお、財政調整基金等の、いわゆる「市の貯金」については、平成28年度末残高は約13億円に

なる見込みであるとともに、平成32年度までの「財政収支試算表」でも、お示ししているとおり、

今後においても、一定程度の「貯金」を保有しながら、財政運営にあたっていく考えであります

が、引き続き、様々な機会を通じて、財政状況の周知に努めて参ります。 


